
 

（物品切手等を値引販売した場合の適格請求書の記載事項） 

【答】  

適格請求書（又は適格簡易請求書）に記載する「課税資産の譲渡等の税抜価額（又は税込価

額）を税率ごとに区分して合計した金額」は、売手において課税売上げとして計上する金額を

基礎として記載することとなります（基通10－１－９⑴イ）。 

この点、貴社は、当該入場券を11,000円で販売しているとのことですので、当該入場券と引

換えに行う演劇（役務の提供）の対価（課税売上げとして計上する金額）は、11,000円となり

ます。 

したがって、当該入場券と引換えに行う演劇について適格請求書（又は適格簡易請求書）を

交付する場合、当該適格請求書等に記載する「課税資産の譲渡等の税抜価額（又は税込価額）

を税率ごとに区分して合計した金額」は、券面金額としている12,000円ではなく、実際に受領

した金額11,000円を基礎とした金額となります。 

  （参考） 当該入場券のような物品切手等で適格簡易請求書の記載事項（取引年月日を除きま

す。）が記載されているものが、引換給付の際に適格請求書発行事業者により回収され

る場合、当該物品切手等により役務の提供等を受ける買手は、一定の事項を記載した

帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができます（消令49①一ロ）。 

このような物品切手等を値引販売する場合も、当該物品切手等に記載すべき「課税

資産の譲渡等の税抜価額（又は税込価額）を税率ごとに区分して合計した金額」は値

引後の金額を基礎とした金額となります。 

  

問 71 当社で主催する演劇の入場券について、一定の販売方法においては、券面金額から一定金

額を値引きして販売しています。例えば、12,000円の入場券について、1,000円引きの 11,000

円で販売しています。このような場合において、当該入場券と引換えに行う演劇に係る適格

請求書（又は適格簡易請求書）の記載事項はどのようになりますか。【令和４年 11月追加】

【令和５年 10月改訂】 


